
木質バイオマスの供給

～カーボンニュートラルやまがた2050の実現に向けて～

１．ゼロカーボンやまがた2050宣言【R2.8月】

２．第４次山形県環境計画の策定【R3.3月】

３．アクションプランの策定【R4.2月】

４．山形県脱炭素社会づくり条例の制定【R5.4月】

● 山形県では、2050（令和32）年までに温室効果ガス排

出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンやまがた２０５０」を

令和２年8月に宣言しました。

● 「ゼロカーボンへのチャレンジ」

をテーマに、県の施策の展開方向を

示す「第４次山形県環境計画」を

令和３年３月に策定しました。

● この計画の中では、ゼロカーボン

やまがた2050の達成イメージを右の

とおりとしています。

● 健康で文化的な生活を営むうえで欠くことのできないこのふるさと山形県の健全で恵み豊かな環境を守り、
将来の世代に継承していくため、県、事業者、県民等が相互に協力しあい、2050年までの脱炭素社会の実現に向けた
取組を推進していくことを決意し、「山形県脱炭素社会づくり条例」を制定しました（令和５年４月１日施行）。

ゼロカーボンやまがた2050達成イメージ
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● 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて県民・事業者等が今後主体的
に行う取組を明示し、それぞれの行動に結びつけるため、令和４年２月に
「カーボンニュートラルやまがたアクションプラン」を策定しました。

１ 対象期間 2021（令和3）年度 ～ 2025（令和7）年度 の 5年間

【計画期間：Ｒ３～Ｒ１２(10年間)】

２ 取組の柱とアクション主体

３ 推進体制

・全市町村をはじめ、関係団体や機関から
構成される「カーボンニュートラルやまがた
県民運動推進会議」を設立(R4.5月)

・R4.5.31に県民運動推進
大会を開催

・相互に連携・協働しながら
総力を結集し、一丸となっ
て取り組むことを宣言

一層の取組促進

徹 底 し た 省 エ ネ の 推 進

再生可能エネルギーの導入拡大

そ の 他 の ア ク シ ョ ン
×

家 庭 ( 県 民 )

産業・事業(事業者)

公 共 分 野 ( 行 政 )

【策定根拠：山形県環境基本条例】

① 環境保全と経済・社会の持続的発展を推進しつつ

② 「地域の脱炭素化」を中心として

③ 県・事業者・県民等の密接な連携の下で

自主的かつ積極的に脱炭素施策を推進
※地域の脱炭素化とは・・・
脱炭素社会の実現のため、地域の自然的社会的条件に応じた再エネの
利用等により、その地域の社会経済活動に伴って排出される温室効果ガス
の排出の量の削減等を行うこと。

◆条例の愛称を募集中(6/1～7/31)
⇒９月頃公表予定

公共分野でのアクション
・自治体においても、一事業者としてCO2
排出削減に努めることはもちろん、県民
に提供するインフラやサービスについて
も脱炭素の視点を取り入れ、関係機関
等と連携・協働しながら取組を推進

令和５年６月２日
環境エネルギー部 資料Ｎｏ.３

そ の 他 の ア ク シ ョ ン
・脱炭素への意識転換
・環境活動への参加
・森林吸収源対策 ・新技術開発 等

脱炭素社会づくり条例の施行と脱炭素社会に向けた取組みの推進


